
四日市市告示第６８号 

 四日市市特例子会社設立事業費補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

  令和２年３月１０日 

四日市市長  森 智 広 

 

  四日市市特例子会社設立事業費補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

 

四日市市特例子会社設立事業費補助金交付要綱（平成28年四日市市告示第215号）の一部を次

のように改正する。 

改正後 改正前 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費は、

特例子会社の設立又は支店等の開設の準

備に必要な経費であって、別表に掲げる経

費とする。 

２ 国等の補助金等を受給する場合は、前項

に規定する補助対象経費からその額を差

し引いた額を補助対象経費とする。 

 

（補助対象期間） 

第５条 補助対象期間は、第７条に定める計

画書の提出の日から１年間又は特例子会

社の認定日若しくは支店等の開設日（以下

「認定日等」という。）までのいずれか短

い期間とする。 

 

第６条 （略） 

 

（計画書の提出等） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者

（以下「申請者」という。）は、法第４４

条第１項の認定の申請をする予定である

特例子会社の設立又は支店等の開設前ま

でに、四日市市特例子会社設立計画書（第

１号様式）を市長に提出し、次項に規定す

る計画承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定に基づく計画書を受

理したときは、その内容を審査し、適当と

認めたときは、速やかに計画を承認し、四

日市市特例子会社設立計画承認書（第２号

様式）により申請者に通知するものとす

る。 

３ （略） 

４ （略） 

 

 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費は、

特例子会社の設立の準備に必要な経費で

あって、別表に掲げる経費とする。 

２ 国等の補助金等を受給する場合は、前項

に規定する補助対象経費からその額を差

し引いた額を補助対象経費とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５条 （略） 

 

 （計画書の提出等） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者

（以下「申請者」という。）は、法第４４

条第１項の認定を受けて特例子会社を設

立又は支店等を開設しようとする概ね６

か月前までに、四日市市特例子会社設立計

画書（第１号様式）を市長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 市長は、前項の規定に基づく計画書を受

理したときは、その内容を審査し、適当と

認めたときは、四日市市特例子会社設立計

画承認書（第２号様式）により申請者に通

知するものとする。 

 

３ （略） 

４ （略） 

 

 



（交付の申請等） 

第８条 申請者は、認定日等の属する年度の

末日までに、四日市市特例子会社設立事業

費補助金交付申請書兼実績報告書（第５号

様式）に次の各号に掲げる書類を添えて、

市長に提出しなければならない。 

 

 

 

 

 

（１）から（８）まで （略） 

 

 

 

 

 

 

（申請の撤回） 

第９条 申請者は、第８条に基づく交付の申

請後に、申請を取り下げようとするとき

は、遅滞なくその旨を記載した書面を市長

に提出しなければならない。 

 

（交付決定及び額の確定） 

第１０条 市長は、第８条の規定に基づく申

請書兼実績報告書を受理したときは、その

内容を審査し、適当と認めたときは、交付

すべき補助金の交付決定及び額の確定を

し、四日市市特例子会社設立事業費補助金

交付決定通知書兼確定通知書（第６号様

式）により申請者に通知する。 

 

附 則 

（有効期限） 

２ この要綱は、令和５年３月３１日限り、

その効力を失う。ただし、同日までに交付

決定のあった補助金については、この要綱

の規定は、この要綱の失効後も、なおその

効力を有する。 

 （交付の申請等） 

第７条 申請者は、特例子会社の認定日又は

特例子会社の支店等の開設日（以下「認定

日等」という。）が属する年度内において、

認定日等から起算して３０日を経過した

日又は認定日等の属する年度の末日のい

ずれか早い期日までに、四日市市特例子会

社設立事業費補助金交付申請書兼実績報

告書（第５号様式）に次の各号に掲げる書

類を添えて、市長に提出しなければならな

い。 

（１）から（８）まで （略） 

 

 （算定期間） 

第８条 補助金の算定期間は、第６条に定め

る計画書の提出の日から最長１年間とし、

認定日等までの期間とする。 

 

（申請の撤回） 

第９条 申請者は、第７条に基づく交付の申

請後に、申請を取り下げようとするとき

は、遅滞なくその旨を記載した書面を市長

に提出しなければならない。 

 

（交付決定及び額の確定） 

第１０条 市長は、第７条の規定に基づく申

請書兼実績報告書を受理したときは、その

内容を審査し、適当と認めたときは、交付

すべき補助金の交付決定及び額の確定を

し、四日市市特例子会社設立事業費補助金

交付決定通知書兼確定通知書（第６号様

式）により申請者に通知する。 

 

附 則 

（有効期限） 

２ この要綱は、平成３２年３月３１日限

り、その効力を失う。ただし、同日までに

交付決定のあった補助金については、この

要綱の規定は、この要綱の失効後も、なお

その効力を有する。 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式から第５号様式までを次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式（第７条関係） 

  年  月  日 

 

四日市市長  

 

 

       郵便番号 

       所 在 地 

                   名  称 

                   代表者名            

 

 

四日市市特例子会社設立計画書 

 

 四日市市特例子会社設立事業費補助金交付要綱７条の規定により、下記のとおり提出しま

す。 

 

記 

 

１．事業の概要  別紙 四日市市特例子会社設立計画 内訳書のとおり。 

 

 

２．連絡先 

所  属  
担当者 

氏 名 
 

電  話  ＦＡＸ  

メールアドレス            ＠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙（第７条関係） 

 

年  月  日 

 

 

四日市市特例子会社設立計画内訳書 

設立予定の特例子会社 

１ 会社名 
 

２ 所在地 
 
 

３ 資本金 
 
 

４ 設立（予定）年月日  

５ 目的 

 

６ 主な事業内容 

 

７ 役員・人事体制 

 



 
８ 組織概要 

 
 

９ 施設概要 

 

１０ 従業員数 
うち障害者数 
（種類・程度） 

 
全従業員        名 
 うち障害者   
 身体障害者      名 
（うち重度身体障害者  名） 
 知的障害者      名 
（うち重度知的障害者  名） 
 精神障害者      名 
 その他        名     

 
新規雇用者       名 
 うち障害者   
 身体障害者      名 
（うち重度身体障害者  名） 
 知的障害者      名 
（うち重度知的障害者  名） 
 精神障害者      名 
 その他        名 

１１ 国等の助成金の 
   活用状況（予定） 

 

１２ その他特記事項  

 

 



１３  実施スケジュール 

作 業 項 目 等 
 

月 

 

月 

 

月 

 

月 

 

月 

 

月 

 

月 

 

月 

 

月 

 

月 

 

月 

 

月 
備  考 

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

（注）作業項目等の欄には、本事業を実施する上での作業項目（例：事業所設立準備、設立

準備室賃貸契約、採用募集、研修、事業所設立登記日、開所式、事業開始予定日、ハロー

ワーク認可申請予定日等）を記入し、その日程を○で示すか、月の経過に沿って矢印（←

→）で示してください。 

 

 

１４ 補助金の交付申請予定額             円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１５ 補助金対象経費内訳（見込み） 

（単位：円） 

経費 

区分 
内 容 

数量 

（単位） 
単 価 

補助事業に 

要した経費 
補助対象経費 

      

 合計    ① 

 
（国等から受給予定である補助金等） 

 

補助金交付申請予定額  
（①－②）×1/2 

（上限１５０万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    制度名      金額 

  

合計 ② 



第２号様式（第７条関係） 

 

  第   号                          

 年   月   日 

 

           様 

 

                            四日市市長 

 

四日市市特例子会社設立計画承認書 

 

   年  月  日付けで申請のあった四日市市特例子会社設立計画について、下記のと

おり承認することと決定したので、四日市市特例子会社設立事業費補助金交付要綱第７条の

規定により通知します。 

 

記 

 

１ 承認内容   

  年  月   日付け四日市市特例子会社設立計画書の記載のとおりとする。 

 

 

２ 承認条件 

（1）四日市市特例子会社設立事業費補助金交付要綱を遵守すること。 

（2）この補助金の交付に係る関係書類は、事業完了後 5年間保存しておかなければならない。 

（3）この補助金の交付については、後日市が監査を行うことがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３号様式（第７条関係） 

 

 

  年  月  日 

 

 

四日市市長         

 

 

       郵便番号 

       所 在 地 

                   名  称 

                   代表者名            

 

 

四日市市特例子会社設立計画変更承認申請書 

 

 

年  月  日付け  第   号  で承認を受けた四日市市特例子会社設立計画を

次のとおり変更（中止）したいので、四日市市特例子会社設立事業費補助金交付要綱第７条

の規定により、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１  変更（中止）の内容 

 

 

 

 

 

２  変更（中止）の理由 

 

 

 

 

 

３ その他  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４号様式（第７条関係） 

   

  第   号                          

 年   月   日 

 

             様 

 

                             四日市市長 

 

 

四日市市特例子会社設立計画変更承認書 

 

   年  月  日付けで変更申請のあった四日市市特例子会社設立計画については、四日

市市特例子会社設立事業費補助金交付要綱第７条に基づき、下記のとおり変更して承認する

ことに決定したので通知します。 

 

  

記 

 

１ 変更承認内容    

 年  月  日付け四日市市特例子会社設立計画変更承認申請書の記載のとおりとする。 

 

 

２ 承認条件 

（1）四日市市特例子会社設立事業費補助金交付要綱を遵守すること。 

（2）この補助金の交付に係る関係書類は、事業完了後 5年間保存しておかなければならない。 

（3）この補助金の交付については、後日市が監査を行うことがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５号様式（第８条関係） 

 

 

  年  月  日 

 

 

四日市市長 

 

 

       郵便番号 

       所 在 地 

                   名  称 

                   代表者名                           

 

 

四日市市特例子会社設立事業費補助金交付申請書兼実績報告書 

 

 四日市市特例子会社設立事業費補助金の交付を受けたいので、四日市市特例子会社設立事

業費補助金交付要綱第８条の規定により、関係書類を添えて、下記のとおり補助金の交付の

申請及び事業の実績を報告します。 

 

記 

 

１ 補助金交付申請額  金          円 

 

２ 添付書類 

（１）事業実績報告書（別紙） 

（２）補助対象経費の支出を証する書類の写し 

（３）特例子会社の定款の写し 

（４）特例子会社の法人登記簿謄本又は履歴事項全部証明書の写し 

（５）親事業主及び特例子会社について、法第４４条第１項に規定する厚生労働大臣の認定 

   を受けたことを証する書面の写し 

（６）設立した特例子会社に勤務する労働者名簿の写し 

（７）事業所の概要がわかる書類（パンフレット等） 

（８）その他市長が必要と認める書類 

 

３ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙（第８条関係） 

 

事業実績報告書 

 

１ 特例子会社の概要 

名 称  

所 在 地  

事業の種類  

設立又は開設年 

月 日 
     年  月  日 

操業又は開始 

年 月 日 
  年  月  日 

法第 44 条第１項に定める厚生労働大臣の認定年月日   年  月  日 

 

２ 特例子会社の雇用者数 

従業員数 
うち障害者数 
（種類・程度） 

 
全従業員   名 
 うち障害者   
 身体障害者       名 
 （うち重度身体障害者  名） 
 知的障害者       名 
 （うち重度知的障害者  名） 
 精神障害者       名 
 その他         名     

 
新規雇用者 
 うち障害者   
 身体障害者       名 
 （うち重度身体障害者  名） 
 知的障害者       名 
 （うち重度知的障害者  名）   
 精神障害者       名 
 その他         名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 事業実績 

実施年月日 特例子会社設立に係る具体的な実施内容 

 

 

 

 

 



４ 補助対象経費内訳書 

（単位：円） 

経費 

区分 
内 容 

数量 

（単位） 
単 価 

補助事業に 

要した経費 
補助対象経費 

      

 合計    ① 

 
（国等から受給した補助金等） 

 

補助金請求予定額 
（①－②）×1/2 

（上限１５０万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    制度名      金額 

  

合計 ② 



第７号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第７号様式（第１１条関係） 

 

    年  月  日 

四日市市長 

 

       郵便番号 

       所 在 地 

                   名  称 

                   代表者名            

 

四日市市特例子会社設立事業費補助金交付請求書 

 

    年  月  日付け  第  号  で交付決定及び額の確定を受けた四日市市特

例子会社設立事業費補助金について、四日市市特例子会社設立事業費補助金交付要綱第１１

条の規定により、下記のとおり請求します。 

 

記 

  

 請求金額                 円 

 

 

 

振

込

先 

  

 

 

銀行・金庫・組合 

 

 

支店・支所・出張所 

口座種別 口座番号 口座名義人 （カタカナ） 

１ 普通  

２ 当座 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正は、告示の日か

ら施行する。 

（商工農水部商工課） 


